




源や能力をヘゲモニーの側へ吸収し，支配への抵抗を自発的従属へと変換
する営み，グラムシのいう「受

・

動
・

的
・

革
・

命
・

」に相当する（pp62-63）。
第三は，フーコーの統

・

治
・

性
・

論
・

からの批判である。ガヴァナンスの「成
功」は国家による上からの指令の弱まりという意味では脱国家化である
が，他方，政策レベルであれ政治体制レベルであれ，統治者（政府）と非
統治者（市民社会）との相互作用をとおして社会全体としてみれば所与の
制度秩序の統治・支配が柔らかい形で下からむしろ強化されたということ
でもある。そのうえ，ガヴァナンスの「成功｣＝統治性の貫徹は，同時に
さまざまな抵

・

抗
・

・闘
・

争
・

を新たに引き起こすことにもなる（chap.7）。なお⚑
－⚓のローズ「国家なき国家」論は統治性論に吸収できるのではないか。
階統制の影（国家）・ヘゲモニー（市民社会）・統治性（国家＋市民社会）と
いう論点を踏まえると，私たちは批判的ガヴァナンス研究から市民社会論
へと歩を進めなければならない。

⚓ 批判的ガヴァナンス研究の視角からの市民社会論

⚓－⚑ 市民社会へのアプローチと研究方法
ジェソップによれば市民社会へのアプローチには，①経済でも国家で

もない残余領域だとする議論，②論争的であって研究対象にならないと
する議論，③経済・国家とは区別される独自の論理や秩序をもつ領域だ
とする議論（そういう領域であるべきだとする規範理論），④市民社会とは多
様な社会関係のアンサンブルであって，独自の論理・秩序を持たず，階
級，ジェンダー，民族，世代・年代，環境への指向などが交差する「開放
的な行動の地平」（open horizon of action）だとする議論，⑤システムによ
る「生活世界の植民地化」（商品化，国家化，法化など）に対するアイデン
ティティと利害にもとづく抵抗の場（site of resistance）だとする議論，⑥
異種混合的で非対称的な諸運動の場であり，さまざまなヘゲモニー企図
（社会集団間の同盟形成とそのための政治的・知的・道徳的指導）と対抗ヘゲモ
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ニー企図との闘争の空間（space for hegemonic struggles）だとする議論，が
ある（本書，pp222-223）。
また市民社会研究には，⛶歴史研究（人類史をたどって，国家・経済・家族

と市民社会の関係の変化，ブルジョア的公共圏とプロレタリア的公共圏の形成を解

明する），⛷意味論的・言説分析的研究（市民社会の理念・理論・哲学を大衆
社会や民主主義との関係で解明する，あるいは「市民社会」概念のイデオロギー批

判），⛸担い手中心の制度論（知識人や市民諸団体・諸制度を分析して，起業家
精神の社会的基盤やグラムシの言う従属集団（Sabaltern group）を解明する），⛹
統治性あるいは批判的ガヴァナンス研究，⛺歴史社会学（宗教・階級などの
社会的亀裂に沿って国家―市民社会関係を歴史社会学的に分析する，グラムシの言

う受動的革命の解明），⛻形態分析（国家と市民社会の相対的自立，差異化と共
進化，民主主義と独裁制の違いを研究する，史的唯物論や政治学など）があると
する（pp222-224）。

⚓－⚒ 啓蒙主義的市民社会論への批判
ジェソップ自身の市民社会論は，⚒節で打ち出した⛹批判的ガヴァナン
ス研究と統治性論を統合する立場にある。そして上記のうちの③経済・国
家とは区別される独自の論理や秩序をもつ領域だとする議論（そういう領
域であるべきだとする規範理論）を，ジェソップは啓蒙主義的市民社会論と
して批判的に検討する。
たとえば Keane（1988）は，市民革命期の立憲主義的で中央集権的な主
権国家VS市民社会の対立→19世紀後半の市民社会の強化→20世紀の強い
国家（福祉・軍事国家）→20世紀末の多元的で自己組織的な市民社会による
国家への抵抗という規範的な発展段階論を提起している。だがジェソップ
は，21世紀初頭には，新自由主義や新型コロナ（COVID-19）パンデミッ
クで見られた市民社会の「自己責任化」（self-responsibilization）と，「自己
解放」（self-emancipation）とへの両極化が起きたと批判する（本書，pxv）。
後者の事例として，ウォール街やロンドンでの「オキュパイ運動」（2011
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年），アメリカ大統領選でのＢ・サンダース（2016-20年）と英国労働党で
のＪ・コービン両現象（2015-19年），災害・危機時における民衆の連帯，
公共財（the commons）の創出，社会的企業などをあげている（p1）。
啓蒙主義では，市民社会は経済・国家とは区別された領域であって，そ
れぞれが独自の構造＝論理を持つ自立した社会生活の領域ととらえられ
る。つまり，近代市民社会の所有個人主義に基づいて近代経済（資本主義）

が形成され，価値法則・利潤動機による資本主義に基づいて近代国家が建
設され，近代国家が市民権と競争的選挙に基づいて市民社会を強化すると
いう三角形の論理である。だがジェソップによれば，市民社会内にある社
会的価値や連帯は資本主義と対立し，租税収入によって社会の再生産を担
う国家は資本主義と対立し，市民社会内の社会運動や大衆政党は国家と対
立する（pp220-221）。（啓蒙の三角形の枠内でこれらの対立の妥協をはかるものが，
つまり「公民協働」「社会資本」による市民社会と資本主義の妥協，「公民協働」に

よる資本主義と国家の妥協，「社会的包摂」「利害関係者重視」（stakeholding）によ

る国家と市民社会の妥協を図るのが，① 1980年代新自由主義の失敗をうけて米英

で90年代に成立したいわゆる「第三の道」と，②北欧社会民主主義体制の実務的

な新自由主義化であったと，ジェソップは述べている（pp220-222）。）

ハバーマスの公共圏論は⛶ブルジョア的公共圏の歴史研究による⑤シス
テムによる「生活世界の植民地化」批判であるが，「生活世界」を理想的
発話行為とコミュニケーション的理性から構成される市民社会と等値する
点で③啓蒙主義に含まれる（ハバーマス（1973））。

⚓－⚓ マルクスの市民社会論
ヘーゲルは，個人主義的に私益を追求するブルジョア社会＝市民社会

（bürgerliche Gesellshcaft＝bourgeois society）に対して公益を体現する国家が
介入することで自由・平等な市民（citoyen＝citizen）からなる社会統合が
完成するとした。自由主義者は，市民社会を国家介入から分離して所有権
の自由な行使が可能な領域にするとともに，国家において自由民主主義を
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導入することで自由・平等な体制が実現できると考えた。これらに対しマ
ルクスは，政治領域での観念的な自由・平等な市民と経済領域での現実の
ブルジョア支配との分裂そしてブルジョアの市民に対する優位という現実
を批判して，被支配層が真に人格の自由な発展（社会創造能力（agency）を
持つこと）を実現すること，そのためには国家＝政治領域における自由民
主主義を支持する（思想信条・表現・集会・結社の自由＋労働者階級の参政権な
ど）のみならず，市民社会＝経済領域においても自由民主主義（労働者階
級自身による生産手段の統制によって労働者階級の日常生活を是正すること）を
実現する必要があること（→社会主義），社会主義によって労働者層の自由
時間が拡大するとともに人びとの集合的能力が結集され，全ての個々人の
生産能力が発展することこそ真の富であること（富が労働時間によってでは
なく自由時間によって測られるようになること），を提起した。そのモデルは
パリ・コミューン，そして労働運動と結びついた社会主義政党（レーニン
型前衛政党ではない）であり，両者は分権型の民主主義的（多数者＝労働者支
配に基づく）ガヴァナンスを体現していた（本書，pp125-132）。

⚓－⚔ グラムシの市民社会論
グラムシは「国家＝政治社会＋市民社会，あるいは鎧を纏ったヘゲモ
ニー」と定式化した。つまり，国家とは軍・警察などの暴力装置を中核と
する政府機構（政治社会）のみで成り立つのではなく，工場・学校・宗
教・メディア・地域社会・家庭・知識人集団などが配置されている市民社
会において次第に自由民主主義的な市民権が成立しつつある中で，資本家
階級（の中の支配的諸分派）が他階級（の諸分派）と同盟を形成しつつ労働
者階級を孤立化・分断して，資本家階級のヘゲモニーを確保することに
よってこそ，国家による社会統合が確立するとした。グラムシにとって，
市民社会は国家と対立するというよりも，国家の必要不可欠の構成要素で
あった。したがって革命運動は，政治社会における「機動戦」（暴力装置を
機能不全にさせる政治闘争)＋市民社会における「陣地戦」つまりその内部
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のさまざまな装置において市民権拡大を基礎に労働者階級側のヘゲモニー
を勝ち取る闘い――経済的・社会的・文化的・知的・道徳的等々の闘い
――を重視しなければならないとした（本書，pp132-135）。
マルクス→グラムシを受け継いだ西欧マルクス主義では，とくに新グラ
ムシ学派を自認したＮ・プーランザスがその晩年の著作『国家，権力，社
会 主 義』（1978=1984 年）に お い て，フー コー に よ る 権 力 の 技 法
（governmentality）研究に注目していた。

⚓－⚕ フーコーの市民社会論
初期フーコーは，主権国家（国家理性) VS 個々人の身体を規律するよう
な国家外＝日常の中に多様かつ複雑に拡散した局所的微視的権力とその技
法，という二分論に立つように見えた。後者の発見，つまり国家のみが権
力関係を独占しているのではないという発見は，自由主義にもマルクス主
義にもみられないフーコーの独自性である。だが近年の晩期フーコー研究
に依拠して（フーコー（2007），Dean（2010）など）ジェソップは，フーコー
の議論を次のようにまとめている（本書，chap.7）。
市民革命以後の資本主義的政治経済体制においては，国家（公）と市民
社会（私）が分離されて，国家権力は立憲主義的に制限され，市民社会は
自由な契約と権利の領域となる。だが，この分離は固定的な現実ではなく
て想像的・言説的なものであり（市民社会は，統治者と被統治者との間で融通
無碍に移動する境界面に位置する想像性の領域であり），具体的な現実において
は，政府諸機構による上からの支配を含みながらも国家（公＝上から）／
国家外（私＝下から）の相互作用を通じた多様な知／権力とその技法・実
践による統治合理性（governmentality），つまり国民全体に権利付与しつつ
これを包摂してその日常を管理・馴化・動員すること，が達成されてい
る。これが「リベラルな統治」である。「リベラルな統治」では，①国民
（労働者階級）が個々人へと原子化されて契約と権利の責任を負わされる
「主体性化」（subjectivization）が起こると同時に，②国家が，国家外に拡
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散している多様な権力の相互作用に依存して「統治性」を達成するように
なり（「国家の統治性化」governmentalization of the state），③国家外におけ
る「統治性」が次第に政府諸機構と相互作用するようになる（「統治の国家
化」statification（仏語 étatization）of government）。ここで①主体性化は，解
放というよりも統制の形態である。権利付与された市民社会の個々人は，
社会の危機に際して，自己選択・自己責任によってリスクをとって社会を
革新する新自由主義に親和的な担い手（agent）へと枠づけられる。このよ
うな社会の強靭さ（resilience）こそ統治性の道具なのである。社会に多様
に拡散する微視的諸権力から主権国家に至るまでの多様な規模（scale）の
諸権力関係が，主体性化（上記①）と制度的統合（③）によって「統治性」
として総括されるとする点にこそフーコーの真意がある。もっとも，⛶
「自己への配慮」の倫理と⛷抵抗（周辺化された諸集団による反国家的，反制
度的な社会運動）を消し去ることはできない。権力／抵抗，規律／解放，
自己責任化／自己解放を明確に区分することはできないがゆえに，常に抵
抗は残るというもフーコーの真意であった。

⚓－⚖ ジェソップの市民社会概念
以上をうけてジェソップ自身は，市民社会について以下のように述べ
る。まず，市民社会そのものは，異質な諸制度秩序，多元的な諸主体から
なる「行動の地平」あるいは「制度秩序のための環境」であり，それ自体
には定まった形態はない。市民社会は，国家や市場・法・科学などによる
植民地化＝支配が行われる地平でもあり，同時にそれへの多様な抵抗が闘
われる地平でもある（⚓－⚑の④⑤）。市民社会とは，多重的で対立的でも
ある諸アイデンティティ・諸利益からなる豊かな錯綜した場であり，シス
テムへの支持と反対の双方とも動員されうる。生態系危機，グローバル化
と非グローバル化，リスク社会と社会的包摂といった争点についてシステ
ムと生活世界の間のせめぎあいが見られる（本書，pp1-4；p225，p233）。
次に，そのような市民社会概念にあって，グラムシ―フーコー統合
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（synthesis）（⚓－⚑の⑥）を試みる（本書，pp225-226）。階級権力のみに注目
したグラムシを，ジェンダー，民族，世代・年代，気候危機など多様な日
常生活のなかの諸権力をも含むように読み替えるとともに，フーコーの
「国 家 の 統 治 性 化」＋「統 治 性 の 国 家 化」論 を「government ＋
governance＝State」と読み替え，またフーコーが政治・経済・社会的闘
争とともに言説・想像性（文化・知・道徳）をめぐるヘゲモニー闘争をも重
視していたと読み込むのである。
第三に，そのような読み替え，読み込みを下支えするために，戦
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を提唱する（SRA

につき詳細は Sum=Jessop（2013），chap.1）。マルクス自身は資本とはモノで
はなく社会関係だとした。これをうけついで，グラムシは国家を「政治社
会プラス市民社会」と定式化した。グラムシを受け継いだプーランザスは
国家を社会関係として定義した。このことからして，西欧マルクス主義
は，市民社会を経済（資本主義）や国家から切り離せないと考える。ただ
し，グラムシ→プーランザスは国家構造VS階級という担い手の二元論を
克服できなかった。これに対してジェソップは，経済（資本主義）や国家，
市民社会を徹底して社

・

会
・

関
・

係
・
（市民社会における多様な主体・担い手の相互作

用→その制度化・構造化）として捉え直そうとする。また，市民社会におけ
る主体・担い手は階級のみならず，ジェンダー，人種・民族，国籍，世
代，人生の諸段階（青年～高齢者など），各種人権，自然環境との諸関係な
ど多種多様であり，それぞれが利害（＝物質的・客観的なもの）とアイデン
ティティ（＝言説的・主観的なもの）をあわせもつ諸戦

・

略
・
（＝客観と主観の統

合としての戦略）から構成されているとする。多種多様な諸主体・担い手
＝戦

・

略
・

相互間の関
・

係
・

の，形成→不安定な均衡→その失敗→------という一
連の過程への注目からこそ経済，国家，市民社会は分析可能となる，とい
うのである。SRA では，モノのような構造（国家や資本主義，啓蒙主義的に
捉えられた市民社会) VS 主体の自由意思（市民社会）という二元論を否定
し，人間の行為による社会構造の創発⇔構造に影響された担い手（agent）
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という二重性論を超えて，構造的に刻印された戦略的選択性⇆戦略的に計
算された構造指向の行為という弁証法的二重性を，さらには再帰的に再組
織される構造性（市民社会のヘゲモニーと相互作用する政府機構)⇆自己反省的
に選択される戦略（国家支配と相互作用する市民社会の多様なヘゲモニー闘争）

という自己組織性・再帰性を，捉えようとするのである。

⚓－⚗ 21世紀初頭の市民社会をめぐる主要傾向と反対傾向
ジェソップは本書終章で，21世紀初頭の市民社会をめぐる⚕つの主要傾
向と，これに対する反対傾向を指摘している（本書，pp226-230）。第一に，
空間規模に関して，国家の脱国民化（denationalization）とともに，市民社
会の脱国民化が起きている（①世界市民主義化，②部族主義化（tribalism），
③国境を超える多様な社会運動の拡大）。だが，経済危機の危機管理や，国民
的規模の上方・下方・横への拡散の中での社会統合の要として，国民的規
模の国家（national state）の役割の増大という反対傾向もみられる。
第二に，ケインズ主義的福祉国民国家の危機以後，「市民社会の商品化」
が起きている。つまり，階級を基盤とする平等主義（再分配の政治）への
拒否と，人生のチャンスを拡大するようなエンパワーメントへの注目（雇
用適性（employability）や学習社会における生涯学習や政治制度における補完性

<中央政府の後退と市場・自治体への委託>などの強調に現れている）である。だ
が，①より国民主義的でポピュリスト的で権威主義的な政府への揺り戻
しと，②いっそうの新自由主義化の推進という反対傾向もみられる。
第三は，超国家的な人権への強調である（①世界市民主義的な公共圏の発

展，②人道的な軍事介入）。だが，① 2015-16年の欧州難民危機で発現した
国家理性（領域を守る「壁」の建設など）の再強調，②人道的軍事介入がか
えって国家間紛争を拡大する，という反対傾向もみられる。
第四に，想像性・言説に関して，個人主義化とアイデンティティ政治の
高まり→国民的アイデンティティの弱まりがみられる（①多民族主義，②
多文化主義，③政治的忠誠の分裂――英国で言えば「連合王国」から「欧州連合」
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／「スコットランド」等への忠誠の分裂と移行）。だが，ポピュリズム政治の
興隆（トランプ政権の「アメリカ第一」主義，英国の EU 離脱をめぐるイングラ
ンド民族主義，など）とともに，国民的アイデンティティの再強化という反
対傾向もみられる（ロシア，中国，東欧など）。
第五は，国民国家の主権性への挑戦である。だが，ガヴァメントからガ
ヴァナンスへ，さらにメタガヴァナンスへの移行の中で，諸勢力の均衡を
整え，対話・交渉の規則化を図る要として，むしろ国家（国家暴力を中核と
する）の役割が増大するという反対傾向もみられる。
こうした中で，参
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・

の要請に応じるように市場・国家・
ネットワーク・連帯の各役割を調整すること，メタガヴァナンスには階統
制が必要だとしてもそれは人
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をもつ階統制であること，①複雑ではないモデ
ルと実践，②利害関係者たちの相互尊敬による安定化，③動態的な相互
学習，④進捗を自主管理するような自己反省という諸条件を備えること
が，望まれる。それがまた公共的行動の場としての市民社会の大いなる拡
張をもたらす，とジェソップは本書を締めくくっている（pp230-236）。

⚔ 事 例 研 究
――日本政治における2012年以降の政党制と「市民と野党の共闘｣

本稿の最後に，ジェソップの批判的ガヴァナンス研究（⚒節）・市民社
会論（⚓節）をふまえて，現代日本政治の事例研究を試みたい。

⚔－⚑ 2012年以降の政党制
政党とは一般的に，市民社会の中にあって高度に組織された統治主体

（保守政党）あるいは社会運動（変革政党）であり，選挙制度を通じて国家
への入力を行うとともに，国家による社会統合のためのヘゲモニー装置で
もあり，国家－市民社会の境界面に位置する。複数の政党の力関係（選挙
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での得票数，議会での議席数，政党間の対立・協力関係など）を意味する政党制
（political party system）は，市民社会のヘゲモニー闘争を政治的に総括して
おり，また国家権力の均衡／変動の現われである。同時に政党は，綱領・
規約に基づく階統制組織でありつつも，党内民主主義や党外の多様な社会
的利害・アイデンティティとのネットワークをもっているので，表⚕に示
したように，一つ一つの政党自体が指令－対話のメタガヴァナンスであ
る。それゆえ複数の政党からなる政党制は第二次メタガヴァナンスあるい
はコリブレーションとみることもできる（⚒－⚗，参照）。
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表 7 2003年以降の衆議院選挙・都道府県別投票率（比例代表）の推移

年 全国平均
(％) 全国平均を⚒％以上上回る 全国平均を⚒％以上下回る

1990 73.31

1993 67.26

1996 59.65

2000 62.49

2003 59.81
北海道 岩手，秋田，山形，福島，山梨，長野，
新潟，石川，福井，岐阜，静岡，三重，鳥取，島根，
山口，佐賀，長崎，大分，熊本，宮崎，鹿児島 22

青森，茨城，埼玉，千葉，神奈川，
京都，大阪，香川，愛媛，高知

10

2005 67.46
北海道 岩手，秋田，山形，福島，山梨，長野，
新潟，富山，石川，福井，岐阜，三重，滋賀，奈良，
和歌山，鳥取，島根，佐賀，大分，鹿児島 21

青森，宮城，茨城，埼玉，千葉，
大阪，高知，沖縄

8

2009 69.27
北海道 岩手，秋田，山形，福島，山梨，長野，
新潟，富山，福井，岐阜，三重，奈良，和歌山，鳥取，
島根，山口，佐賀，長崎，熊本，大分，鹿児島 22

埼玉，千葉，東京，
大阪，兵庫，沖縄

6

2012 59.31
岩手，秋田，山形，山梨，長野，東京，石川，福井，
岐阜，静岡，滋賀，奈良，和歌山，鳥取，島根，
佐賀，大分 17

青森，宮城，栃木，富山，
岡山，広島，高知，
宮崎，鹿児島，沖縄 10

2014 52.65
北海道 秋田，山形，茨城，山梨，長野，静岡，
三重，奈良，島根，佐賀，大分

12

青森，宮城，栃木，富山，石川，福井，
岡山，広島，徳島，香川，愛媛，福岡，
熊本，宮崎，鹿児島，沖縄 16

2017 53.68
北海道 岩手，秋田，山形，福島，山梨，長野，
新潟，石川，福井，岐阜，静岡，三重，滋賀，鳥取，
島根，佐賀，長崎，熊本，大分，鹿児島，沖縄 22

茨城，栃木，埼玉，千葉，
京都，大阪，兵庫，岡山，広島，徳島，
愛媛，宮崎 12

2021 55.92
北海道 岩手，秋田，山形，福島，山梨，長野，
新潟，岐阜，奈良，和歌山，鳥取，島根，佐賀 14

青森，茨城，群馬，栃木，千葉，
岡山，広島，山口，徳島，宮崎 10

(出典) 総務省HP「選挙関連資料 衆議院議員総選挙」（http:s//www.soumu.go.jp/senkyo/
senkyo_s/data/shugiin/）より進藤作成。



衆議院選挙の投票率は，1946-67年は（47年を除き）70％以上（全有権者
の約四分の一が常に棄権），1969-90年は68％前後から73，74％の間で変動し
てきた。ところが1993年に67.26％，96年に59.65％と連続して史上最低を
記録した。これは自民党分裂・野党転落と日本社会党解党そして選挙制度
改革（小選挙区・比例代表並立制の導入）による既
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alignment）にともなう有権者の政治離れであったと想定される。2000・03
年ともに低投票率であり，その下で自民＝公明連合政権VS保守野党であ
る民主党との保守二大政党制化＝新
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進んだといえる（表⚗，参照）。
2005年と09年は投票率が高まった（約67-69％）。これは，郵政民営化に
象徴される構造改革（新自由主義改革)＋自衛隊海外派遣（軍事大国化）の是
非という対立軸をめぐって，自公連合VS民主・社民・国民新党連合とい
う二大勢力の政権交代を賭けた対
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型
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・
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が起こったからだ
と想定される。この間，日本共産党は除外されていた（表⚘，参照）。
2012・14年は投票率が59.31％，52.65％と連続して史上最低を更新し
た。これは，09-12年の民主党等連合政権への政権交代に対する幻滅と，
保守政治の変容とによる政治離れが原因だと想定される。ここで保守政治
の変容とは，①自民党が単独で過半数を確保する新たな一党優位制であ
るにもかかわらず，公明党との連合政権が恒常化している（過大規模連合）

ため，政権交代の展望が開けない，②与党の政策が変質し，新自由主義
推進というよりも08年世界経済危機以後的な「危機管理型」経済政策（い
わゆる「アベノミクス」等)＋集団的自衛権の一部解禁・憲法⚙条明文改憲
（新段階の軍事大国化）へと路線転換している，③与党連合とは異なる路線
を打ち出す保守諸政党が相次いで結成されている（いわゆる「第三極」），と
いうことである。「第三極」は，急進的な新自由主義（みんなの党，日本維
新の会），経済的新自由主義＋社会的リベラル（希望の党），既存の経済社会
体制下での新中間層の同権化（＝再分配政治，原発維持を含む)＋社会的リベ
ラル（国民民主党）など錯綜している。④これら保守諸政党には，日本資
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本主義の停滞（少子高齢化，労働力人口および就業人口の減少，輸出産業の先細
り，勤労者所得の減少傾向など）と中国の経済的・軍事的大国化／米国の衰
退とへの不安感→改憲による刷新論，が共有されている。2017・21年の選
挙も投票率が50％台である（2012年以降，全有権者の四割以上が常に棄権して
いる）こと，自民党は2012→21年へと党勢を回復しつつあるが，なお00年
代の得票数を回復できていないこと，を考えると，保
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が想定できる。
なお日本維新の会の支持基盤の定着は，急進的新自由主義改革による新
住民への利益付与および民間委託の急増にともなう非自民型統治構造の形
成（維新与党＝新興産業の利益共同体）によると考えられる（吉弘（2021））。

⚔－⚒ ｢市民と野党の共闘」
この保
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・

た
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な
・

政
・
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・
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・

をしかし，変革する可能性がみられる。そ
れが「市民と野党の共闘」である。
2012年⚔月，野党だった自由民主党が「日本国憲法改正草案」を発表す
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表 8 衆議院選挙（比例代表）における

(出典) 表⚗に同じ。

自由民主党 公明党 与党合計
選挙年

（万票）（％）（万票）（％）（万票）（％）

2003 2066 34.96 873 14.78 2939 49.74

2005
2589 38.18 899 13.25 3488 51.43

みんなの党
2009

1881 26.73 805 11.45 2686 38.18 301 4.27

日本維新の会
2012

1662 27.62 712 11.83 2374 39.45 525 8.72 1226 20.38

次世代の党 維新の党
2014

1766 33.11 731 13.71 2497 46.82 141 2.65 832 15.72

日本維新の会 希望の党
2017

1856 33.28 698 12.51 2554 45.79 339 6.07 968 17.36

国民民主党
2021

1991 34.66 711 12.38 2702 47.04 805 14.01 259 4.51



ると，社会運動の中では人権制限・⚙条改憲などへの批判が広がった。同
年末の衆議院選挙後，安倍政権が発足した。同政権下の2013年12月に特定
秘密保護法が成立すると，「特定秘密保護法に反対する学生有志の会」
（SASPL）が結成された（2014年⚒月デモ開始）。同会が参照したのは，2011
年秋の「オキュパイ運動」，脱原発首相官邸前デモであった（SEALDs
（2015））。脱原発のデモについてみると，2011年⚓月11日以後，⚔月の
「素人の乱」，⚖月以降の原水爆禁止日本国民会議やグリーンピースなどに
よるデモなどをへて，12年⚓月から「首都圏反原発連合」による首相官邸
前金曜デモが始まった。同年⚗月には全国でのべ100万人超がデモに参加
したという。労組などの団体に所属する革新系の参加者に加えて，直接民
主主義（文化的自由主義）指向で SNS を利用する個人の新規参加者（女性・
若者など）も多かった（樋口ほか（2020））。反原連は，もともとは11の集団
からなるネットワークとして11年⚙月に結成され，13年には一個の組織体
に編成替えされた（首都圏反原発連合（2010-））。
安倍政権が14年⚗月に集団的自衛権行使容認の閣議決定を行うと，平和
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主要政党別得票数・相対得票率の推移

民主党 社会民主党 日本共産党
（万票）（％）（万票）（％） （万票）（％）

2210 37.39 303 5.12 459 7.76

国民新党 民社国(未･生)合計
2104 31.02 372 5.49 118 1.74 2594 44.25 492 7.25

2984 42.41 301 4.27 122 1.73 3407 48.41 494 7.03

日本未来の党
963 16.00 142 2.36 7 0.12 342 5.69 1454 24.17 369 6.13

生活の党
978 18.33 131 2.46 103 1.93 1212 22.72 606 11.37

立憲民主党 立社共　合計
1108 19.88 94 1.69 1642 29.47 440 7.90

れいわ新選組 立社共れ　合計
1149 20.00 102 1.77 222 3.86 1890 32.88 417 7.25



運動のなかでは，⚓つの護憲団体，「解釈で憲法⚙条を壊すな！ 実行委員
会」，「戦争をさせない1000人委員会」，「戦争する国づくりストップ！ 憲
法を守り・いかす共同センター」などがこれまでの経過を乗り越えて同12
月に「戦争させない・憲法⚙条壊すな！ 総がかり行動実行委員会」を結
成した。このうち，「解釈で----実行委員会」は2001年以来憲法記念日に
超党派集会を共同開催してきた「⚕･⚓憲法集会実行委員会」（「許すな！憲
法改悪・市民連絡会」「憲法会議」の⚖団体など）を中心に約137の市民団体の
参加で作られ，無党派市民グループも結集していた。「1000人委員会」
（2014年⚒月）は旧総評系労組などを中心とした「市民フォーラム」を基礎
に全国で組織されていた。「共同センター」（14年⚕月再編成）は，全国労
働組合総連合・全国商工団体連合会・新日本婦人の会・日本民主青年同
盟・自由法曹団・日本共産党など10団体で構成されていた。「総がかり行
動実行委員会」は⚓団体以外に，改憲問題法律家⚖団体，反原連，反貧困
ネットワーク，全国労働組合連絡協議会など16団体で構成され，⚗団体が
賛同協力団体（立憲デモクラシーの会，「学者の会」「ママの会」，SEALDs を含
む）となった（高田（2017））。
なお，この新しい護憲運動には前史がある。2003年のイラク戦争にさい
して小泉政権が自衛隊のイラク派遣を行ったことに反対して，⚙人の学
者・文化人＋⚔人（護憲派の学者・活動家）の事務局ほかによって「⚙条の
会」が結成された（04年⚖月）（事務局の高田健は上述「解釈で----実行委員会」
の指導者の一人である）。地域・職場・サークル・大学などで個人参加型・
草の根型の「○○⚙条の会」が続々と結成され（11年時点で7500団体以上），
そのネットワークの要が全国団体「⚙条の会」であった（飯田（2018））。
この基盤の上に，「総がかり行動実行委員会」が展開することになる。
この動きと前後して，一行政府の閣議決定で憲法違反が行われることに
反対する「立憲デモクラシーの会」が結成された（立憲デモクラシーの会
（2014-））。同会は2014年⚘月，「集団的自衛権反対団体連絡会議」を結成
し，同⚙月に来る衆議院選挙で自公政権の多数獲得＝集団的自衛権行使容
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認の法案成立を許さないために野党幹部に小選挙区での候補者調整（野党
共闘）を呼びかけた。だが，この呼びかけが功を奏さないうちに同12月に
解散総選挙が行われた。野党第一党・民主党は日本維新の会などとは候補
者調整を行ったが，それは集団的自衛権反対という原則をもたない調整で
あり，また共産党とは調整を行わなかった（中野（2021））。
2015年⚕月に安倍政権が集団的自衛権行使容認などを含む安保関連法案
を閣議決定し国会審議が始まると，同月，国会前で「総がかり行動実行委
員会」による活動がはじまった。また SASPL から発展した「自由と民主
主義のための学生緊急行動」（SEALDs）が毎週金曜夜に抗議行動を開始し
た。同⚗月に同法案が衆議院を通過する前後に，「安全保障関連法案に反
対する学者の会」，「安保関連法案に反対するママの会」，などが結成され
た。「学者の会」は全国の各大学・各県などで，「ママの会」も各地域で，
SEALDs も関西・東海・沖縄などで，それぞれ結成され，集会・デモな
どの活動を行なった。「総がかり行動実行委員会」は集団的自衛権反対の
2000万人署名活動にとりくんだ（1600万筆を達成）。
安保法制が⚙月に成立すると，水面下での意見交換をへて，10月から民
主党幹部の呼びかけで安保法制反対⚕諸団体と維新の党・日本共産党・社
会民主党・生活の党などによる意見交換会が持たれた。諸団体側は2016年
夏の参議院選挙で一人区における野党間の候補者一本化（野党共闘）を求
めたが，政党間調整が進展しなかった。そこで，諸団体側は「安全保障関
連法の廃止」，「立憲主義の回復」（内閣の決定のみで，憲法違反の集団的自衛
権行使容認を行ったことの撤回），「個人の尊厳を擁護する政治の実現」（①公
正な分配・再分配・労働条件にもとづく持続可能な経済，②人権尊重にもとづく

ジェンダー平等・教育，③言論の自由，④辺野古新基地建設の中止，⑤脱原発と

再生可能エネルギーの振興）を掲げる「安保法制の廃止と立憲主義の回復を
求める市民連合」を2015年12月末に結成した。市民連合の呼びかけに答え
て，各地でローカル市民連合が次々に結成されていった。
2016年⚒月に，市民連合の⚔項目提案（①安保法制廃止，閣議決定の撤回，
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②安倍政権の打倒，③国政選挙で現与党を少数に追い込む，④国会対応などでの

協力）について⚕野党党首合意が成立した。野党第一党（民主党・維新の会
等が合流して民進党が結成されていた）が集
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に加わったのは，初めてのことであっ
た。これをうけて参院選一人区（32選挙区）全てでの候補者一本化が実現
し，⚗月の選挙では32のうち11で野党共闘候補が当選した（2013年参院選
では一人区で野党候補の当選は⚒のみ）。
しかし2017年⚘月の民進党代表選挙では，集団的自衛権反対の立場をと
らず野党共闘を採用しない右派が優位となり，集団的自衛権反対・野党共
闘推進の左派は敗れた。同党右派執行部は⚙月，改憲派の保守政党・希望
の党との合流を行った。その直後，左派が立憲民主党を結党すると，市民
連合による基本政策7項目とそれに基づく候補者調整の要請に，立憲・共
産・社民・自由⚔党が応え，安倍首相による10月解散総選挙に対抗して
闘った。主として共産が候補者を降ろして立憲の候補者を支援し，立憲は
野党第一党に躍り出たのである。こうして「市民と野党の共闘」はかろう
じて持ちこたえたが，自民など改憲諸政党は衆参両院で三分の二を超える
こととなった。これをふまえて安倍首相は18年⚕月，憲法⚙条に自衛隊を
明記するなどの明文改憲を2020年オリンピックまでに実現する戦略（「ア
ベ改憲」）を打ち出した。
その直後，「⚙条の会」と「総がかり行動実行委員会」などが初めて連
携して「⚙条改憲 NO！ 全国市民アクション」を結成し，3000万人署名
にとりくんだ。旧民進党は立憲，国民民主党（主として希望の党の後継政党，
2018年⚕月結党），無所属の会に分裂したが，市民連合からの粘り強い働き
かけもあり，2019年⚕月に市民連合―立憲・国民両党と無所属の会・共
産・社民の政策合意と候補者調整が成り立った。こうして同年⚗月の参議
院選挙でも「市民と野党の共闘」が実現し，32の一人区のうち10で野党が
勝利した上に，参院での改憲勢力三分の二を阻止することに成功した。こ
の選挙に登場した新党「れいわ新選組」も，同年秋以降「市民と野党の共
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闘」に加わることとなった。2020年にコロナ政策の失敗もあり，安倍政権
は⚙月に退陣する（「アベ改憲」の挫折）。同月，立憲・国民・社民の多くが
合流して新立憲民主党が結成された（代表選では旧立憲代表＝党内旧総評系で
「市民と野党の共闘」推進派が再選された）。ただし，日本労働組合総連合会の
旧同盟系民間単産に支援された旧国民民主党の右派は合流を拒み（新国民
民主党），社会民主党（左派）も存続の道を選んだ。
衆院選は2021年10月に行われた。この直前の⚙月，市民連合―立憲・共
産・社民・れいわ⚔党は①⚖大項目20小項目での政策，②小選挙区での
候補者一本化，③政権の枠組み（共産が立憲にたいして「合意した政策を実現
する範囲で限定的な閣外からの協力」を行う）で合意に到達した。他方で，コ
ロナ失政で菅政権も退陣し，自民党総裁選挙をへて岸田政権が発足した
（疑似政権交代）。結果として野党共闘は予測されたほどには成果をあげえ
ず，野党第一党の新立憲，共産ともに議席を減らし，自民・公明・維新・
新国民の改憲派⚔政党で衆院の三分の二を超えることとなった（岸田政権
下での明文改憲が新たに危惧される）。選挙直後，連合－新国民や主要マスメ
ディアから，共産党閣外協力論が支持を減じたため野党共闘が失敗に終
わったとの批判が相次いだ。立憲では代表が辞任して，同党の代表選挙が
行われ，党内旧国民民主派＋保守諸派連合（泉健太）が旧総評派（逢坂誠
二），市民運動派（西村智奈美），若手保守諸派（小川淳也）を破って当選し
た。今後，「市民と野党の共闘」の再編が行われるとみられる10)。
しかし菅原（2021）が分析したように，同選挙の小選挙区289について
みれば，立・共・社・れが候補一本化を行ったのは194（国民との一本化を
含めれば213），野党勝利は71（17年衆院選に比べ＋12議席），与野党の得票率
10％以内の接戦区は109（＋19）であり，野党共闘に成果があったことは
明白である（川上（2021）も参照）。
表⚗からわかるとおり，2005・09年には対
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で
は投票率が高い道県が減り，低い県が増加した。しかし「市民と野党の共
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闘」が始まった17年には投票率が低い県が減り，高い県が増えた。投票率
が高いのはおおむね，野党共闘によって基本政策での与野党対決が作り出
された諸県であり，逆に投票率が低いのは，① ｢野党共闘」が弱すぎる，
あるいは② ｢野党共闘」と「第三極」が分立しているために，自公与党優
位が続いている諸県といえる。21年には投票率が低い県はさらに減ったも
のの，高い県も減っている。ここに「市民と野党の共闘」の力量不足→与
野党対決化の限界がみてとれよう。
｢市民と野党の共闘」は表⚘にみられるように，2014年→21年に得票数

（率）を約1200万票（22％強)→1800万票（32％強）へと増加させたものの，
先述の3000万人署名の目標には程遠く，自公与党連合（12年：2300万票・
39％→21年：2700万票・47％）を一貫して下回っている。ここにも力量不足
が現れている。

⚔－⚓ 結 語
九条の会，脱原発デモ，総がかり行動実行委員会，九条改憲 NO！ 全
国市民アクションなどは，連帯型組織（表⚓，参照）の連帯型あるいは対
話型ネットワーク（のネットワーク（のネットワーク）----）であり，これら
の形成－連携－再編が，日本の市民社会におけるガヴァナンス－メタガ
ヴァナンス－コリブレーションの動態にほかならない。このような市民社
会諸組織といくつかの野党（とその支持諸勢力との多様なネットワーク関係）

の共闘（とその失敗）は，表⚓にいう連帯・対話型ガヴァナンス，表⚕に
いう対話・連帯－指令・連帯・対話のメタガヴァナンス，表⚖にみるメタ
連帯あるいはメタ対話（コリブレーション）を表している。「市民と野党の
共闘」の形成（2015年）－確立（16年）－挫折（17年）－再建（18－20年）－
再編（21年以降）という動態は，市民社会（企業，メディア，教育，地域社会，
家庭，知識人集団など）－国家にまたがる保守的ヘゲモニーに対抗する，対
抗ヘゲモニー（市民社会内部の社会的・知的ヘゲモニー闘争＋議会（国家内部）
における政治闘争）の現代史なのである（図⚑の諸契機，参照）。「市民と野党
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の共闘」の力量不足＝保守的ヘゲモニーの強靭さは，多くの有権者の棄権
－与党への弱い支持（自己責任化）という形態をとる「主体性化」や，制
度（選挙制度）・利益（利益誘導）・言説（野党共闘批判など）におよぶ国家－
市民社会両面での保守的な「統治性」とかかわっている。
それゆえ，①市民連合が「より広範な市民運動と連帯し，多様な市民
の参加を広げ，自由闊達な組織のあり方へとバトンを繋いでいく」（中野
（2021），p213）とともに，②「政策面や支持者層の差別化を図ること」で
「野党各党が支持率，得票率を上げる」（菅原（2021），p225）こと，そして
③「野党共闘が当たり前になってきて浸透」（中野，同前）することが，
2012年以降の保
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する道を拓くであろう。それは同時
に，人びとの社会創造能力（agency）という「真の富」の発展＝市民社会
の豊饒化でもあるだろう。

注
1) 主著第⚒章の初出である堀（2001a）について，筆者は以前にこう評したことがある
（進藤（2002））。「『新自由主義的改革』か否かという二項対立図式自体に，問題はないだ
ろうか。堀が合衆国行政学史の検討を通して述べているように，NPM は，いくつかある
行政パラダイムの一つにすぎないし，またその内部にトップダウン型とボトムアップ型と
の対立・矛盾を抱えている。すでに経済学・財政学・政治理論の分野では，北欧をモデル
にした反新自由主義的で『ヴァージョンアップされた福祉国家』型の“もう一つの改革”
についての研究も進んでいる。国内の改革のみに目を奪われることなく，NPM を批判す
るためにも，比較行政研究の再構築が重要であると思われる」。
2) 日本政治学会の分野別研究会として「批判的政治学研究会」を2015年12月に発足させた
際に，堀教授は初代代表となった（筆者は初代事務担当者，二期目代表）。
3) 堀（2000），堀（2001b）両者にみられる姿勢や，日本地方自治学会（1986年設立）への
注目（主著 p29）がそれである。
4) 堀教授のジェソップへの注目が，マルクス→グラムシ→プーランザス→ジェソップと続
く西欧マルクス主義の視点からのものである点は，意義深い（主著終章，注26・27，参
照）。ちなみに筆者も，ジェソップ理論に大きな影響をうけてきた（進藤（2014））。
5) セイヤー（2019），参照。堀教授は第⚑章「文脈の中の知識」の翻訳を担当された。ち
なみに筆者も同じ研究会に参加し，第⚕章を担当した。
6) Kettl（2002）はまず，20世紀初頭の革新主義時代に形成されたアメリカ行政とくに連
邦政府に関する正統理論（立法府は官僚制マシーンを統制してこれを使用し，行政府は権
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限に基づく階統制であるというモデル）が，21世紀初頭の行政の現実（グローバル化にと
もなうさまざまな変容，および行政目的を達成するための非政府諸組織との密接かつ積極
的な協働の必要性）と合致しなくなっているという公行政の機能不全を指摘し，公行政の
刷新を探求する（chap.1）。そのさいに，合衆国行政の⚔つの伝統に立ち返る。すなわち，
ハミルトン型（強力な執行部とトップダウンの応答責任（accountability，以下同じ）を
重視），ジェファソン型（市民＝地方からの統制とボトムアップの応答責任を重視，州・
自治体への分権），マディソン型（権力分立と非官僚制を重視），ウィルソン型（政治行政
二分論に基づき，政治は対市民の応答責任を重視し，行政ではトップダウンで階統制的な
公務員制度を重視）である（chap.2）。
21世紀初頭の行政の現実を前に，この⚔つの伝統がかかえるディレンマをそれぞれ指摘
した（chap.3）後，公行政の刷新として，①ハミルトンーウィルソン結合，つまり近代
行政の正統モデル，主人－代理人理論，NPM，「政府の再創造」（Reinventing
Government，クリントン政権期（1992-2000）の行政改革）のうちの行政手続改革，②
ハミルトン－マディソン結合，つまり官僚制内政治，行政執行改革，公共経営（Public
Management），制度的選択理論，③ジェファソンーウィルソン結合，つまり「政府の再
創造」政策のうちの第一線公務員への権限付与（empowerment）と市民むけサービス改
革，④ジェファソンーマディソン結合，つまり新連邦主義（連邦－州－自治体の政府間
関係の分権化）とネットワーク理論を検討し，④に可能性を見出す（chap.4，5）。
ケトルは，政府とは公行政の構造と機能であり，これにたいしてその政府が業務をやり
遂げる様式つまり，政府と政策執行にさいして枢要な役割を担う非政府協働者との関係
を，ガヴァナンスと定義する（preface）。そしてガヴァナンス再編戦略（連邦による指導
と地方の自律性の調整，ミニマムの統一性と地方ごとの差異性の調整，効率性・経済性と
地方ニーズへの応答性の調整）とともに，「政府主権の維持」のためのガヴァナンス能力
の構築（縦割り行政が非政府諸組織との水平的協働に適応すること，水平的協働をつうじ
て政府業績を向上させること，公務員と協働関係に立つ企業・NGO とを含む公務員教
育，行政規模の再編）が必要だとする（chap.6）。そのうえで，「21世紀の調整とは，二つ
の島の間に橋を架ける作業に類似しつつある」という印象的な一文と，「公益のためのガ
ヴァナンス」＝ガヴァナンス変容のための10原則を提起している（chap.7）。
01 階統制と政府権限は他に置き換えできないが，ガヴァナンスの変容により適合さ
せなければならない。

02 階統制諸組織の頂点部に，複雑なネットワークが配置される。
03 公務管理者は，政府権限を補完し，時には代替する人的・組織的な相互関係の過
程により依存する必要がある。

04 ガヴァナンスの変容にとって，情報は最も基礎的かつ必要な要素である。
05 曖昧な諸組織間の境界を結合するために，業績測定が価値ある手段となりうる。
06 政府業務にとって，透明性こそ信頼と自信の基盤である。
07 政府は，公務員の技能が遂行すべき職務に適合するように，人的資本に投資する
必要がある。

08 ガヴァナンスの変容によって，公行政における民衆参加の新しい戦略と戦術が求

立命館法学 2021 年 5・6 号（399・400号)

502 (2430)



められる。
09 市民による責任の引き受けが，政府の協働者（NGO など）の職務となる。
10 アメリカ国民は，紛争管理のための新しい憲法戦略を開発する必要がある。

7) RIPA は1992年に保守党政権の補助金削減が一因となって経営破綻し，公務員研修・政
府系コンサルタント事業は営利企業 Public Administration International に売却・継承さ
れ，PA 誌は民間出版社が継承して純学術誌『公行政：国際季刊誌』に改称された。その
後同誌はアメリカ政治学会の第⚖組織部門（行政学）の部門誌となった（Rhodes (2011)
chap.1）。これらは次項（⚑－⚔）でみる政治学的知の今日的変容の現われと言えよう。
8) 欧州政治学でガヴァナンス研究が主流でないのは，以下のような事情による。欧州にお
ける「政治的なもの」には，政治史や政治思想史に重きを置いてきた英国的伝統，国家・
行政・公法・法律に焦点を合わせるドイツ的伝統，階級を基盤とする党派的な政治・イデ
オロギーを強調するフランス的伝統というように多元的な潮流がある（Boncourt and
Engeli, Garzia (2020), p49）ものの，政治学は，19世紀後半から，フランスなどにおいて
近代国民国家形成や公務員養成と関連する公法研究＝｢古い制度論」としてはじまり，や
がて政治現象を歴史，地理，社会経済，哲学，心理の領域などに埋め込む形で理解するよ
うに展開し（思弁的な政治学），1930年のフランクフルト社会研究所の創設にともなって
経験科学的な政治学が登場してくる。またファシズム・権威主義体制との対峙の中で，政
治学でもマルクス主義や批判理論が台頭する。第二次世界大戦後は，経験科学の立場から
の民主主義論（民主的応答責任，市民参加を含む），選挙・政党・政党制・投票行動の研
究，公衆の政治参加・積極的市民権・世論形成・抗議の研究が進み，また福祉国家研究が
深化する一方，社会運動研究（→社会学）や国際関係（→国際関係論）が政治学から離れ
ていった。1990年代以降の政治学は，合理的選択理論からポストモダン理論やマルクス主
義まで多様に分岐しつつ，社会・経済・言説・民俗・生態系諸学との「交差点に立つ」
「弱い環」であるとともに，それら多元的な潮流がせめぎ合う「戦場」になっている
（ibid，pp67-79）。一方で，行政・憲法・司法および行政学は政治学の主流からは周辺化
されて，独自の専門職化の道を歩んでいる（各国の行政学会など）（ibid，p51）。
9) ジェソップは，連帯について，次の⚓つの区別を紹介している。

＊市民的（civic）連帯 民俗・言語・宗教等の共同体間の平和共存のための相互寛
容および新参者への開放性のこと。
＊民主的連帯 あらゆる背景をもつ市民について基本的人権（表現の自由，参政権な
ど）と法の下の平等を支持すること。
＊再分配的（redistributive）連帯 貧困層・弱者への再分配とあらゆる背景をもつ
人びとについて社会政策への包摂を支持すること。

なお，連帯という概念は19世紀にフランスなどで労働運動や社会主義者・共産主義者が
発見したものであるが，その内包は近年フェミストによって発見されたケア（care）概念
と重なる面があると筆者は考えている（岡野（2012），角松ほか（2022））。表⚓にならえ
ば，ケアとは，合理性－個別具体的・反省的，成功の基準－生存に関わるニーズへの献
身，理念型－人間の再生産（子育て，介護，看護など），計算様式の型－ケアする人，空
間時間的地平－いつでもどこでも，失敗の一次基準－無関心・責任放棄（ネグレクト），
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失敗の二次基準－非対称性（虐待）・ニーズ非充足，意義－親密圏，とまとめられるかも
しれない（岡野（2022），参照）。もちろん社会主義・共産主義出自の「連帯」とフェミズ
ム出自の「ケア」の内包・外延には違いも大きいのだが。後述のように，連帯の失敗が市
場・国家・ガヴァナンスで補完されるのと同様に，ケアについても，「ケアの倫理」のみ
ならず，「ケアの失敗」→市場・国家・ガヴァナンス・連帯による補完が考えられてよい
のではないか。例：ケア－市場（介護・育児産業），ケア－国家（公的福祉施設），ケア－
ガヴァナンス（介護保険制度・子ども子育て支援法），ケア－連帯（ケアラーのケア）。

10) 市民連合の山口二郎は，「市民と野党の共闘」の限界として，①言説空間での保守から
の批判【図⚑参照】，②共通政策の矛盾と政権交代イメージの弱さ，③都市無党派層での
維新の会の支持拡大と野党共闘ののび悩み，④立憲―市民連合―共産の組織的連携，立
憲―労組「連合」―国民民主の組織的連携，市民連合―「連合」の人的連携（市民連合の
共通政策を「連合」が許容できる範囲に限定【消極的調整というガヴァナンス技法，⚒－
⚔参照】）の，「連合」会長交代による破綻，をあげ，（ア）2022年参院選限定，（イ）ロー
カルな市民連合―諸野党の連携（候補者選定での市民参加等）と労組「連合」の産別・地
域別関与へ【時間―空間論，⚒－⚕参照】，（ウ）目指すべき社会ビジョンについての野党
間の議論の蓄積（消費税減税の撤回等）と共有へ【積極的調整は⚒－⚔参照】，（エ）共産
党の「閣外協力」から「国会での連立」へ，というガヴァナンス再編を提案した（山口
（2022））。
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